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はじめに

「泉幼稚園跡地利用施設検討委員会（以下、「委員会。」という。）」は、第

四期長期計画・調整計画に基づき、泉幼稚園跡地を利用した、幅広い子育て

支援機能を有する施設のあり方について検討するため、平成 20年５月28日に

設置された。

平成22年２月には、第三次子どもプラン武蔵野（以下、「子どもプラン。」

という。）が策定され、当該跡地の活用に関し、「樹木や果樹を活かした敷地

の中に、泉文庫の図書を活かし、乳幼児とその親、若者や高齢者などの交流

できるひろばを持つ子育て支援施設」について検討することが記載された。

一方、育児に関する悩みや不安、孤立感を抱える家庭に対する支援や、共

働き家庭の増加などによる待機児童対策、レスパイトや緩やかな就労条件に

見合った定曜日、一時保育ニーズへの対応など、子育て支援施策へのニーズ

は依然として必要性が高いものがある。また、核家族化や地域コミュニティ

の希薄化など、子どもを取り巻く環境の変化により、子どもの育ちに大切な

遊びの様相も大きく変わり、その対応も課題となっている。

これらを踏まえ、本委員会では、周辺地域のコミセンネットワーク事業で

ある泉幼稚園跡地利用を考える会実行委員会とも意見交換を行いながら、施

設のあり方について議論を重ねてきた。本年３月には第五期長期計画が策定

され、跡地について、「コミュニティセンターとの役割分担を踏まえ、子育て

ひろば機能と保育サービス機能を有する、ＮＰＯや市民活動団体の運営によ

る地域参加型の子育て支援施設及び公園として活用する。」ことが明記された

ため、施設の具体的なフレームや運営のあり方などについても検討し、報告

書としてとりまとめたものである。

平成24年11月

泉幼稚園跡地利用施設検討委員会
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Ⅰ 泉幼稚園跡地利用の基本的な考え方

１ 泉幼稚園跡地購入の経緯

私立泉幼稚園 （以下、「泉幼稚園 。」という。）は、昭和29年に開園し、

52年間に わたっ て地域 の幼稚 園とし て 親しまれ てきた が、平 成 18年 ３月

に惜しまれつつ閉園、同年６月に廃園となった。

この跡地 に、 子ども から高 齢者 まで幅 広い年齢 層が 交流で きる施 設を

望む声が地域住民の間で高まり、平成18年９月、「私立泉幼稚園跡地購入

に関する 陳情」 が市議 会で採 択され た 。こうし た状況 を背景 に、本 市に

おける子育て支援を取り巻く諸課題の解決に資するため、同年12月、「子

育て関連 施設」 を念頭 におい た公共 用 地として 武蔵野 市土地 開発公 社が

跡地を購入、現在に至っている。

跡地の購 入に 際し多 額の税 財源 が必要 となるこ とを 斟酌す れば、 その

活用にあ たって は、地 域の課 題解決 の みならず 、全市 的な課 題解決 へと

つながるような機能が求められる。

２ 泉幼稚園跡地の概要

泉幼稚園跡地は、敷地面積1813.53㎡、用途地域は第一種低層住居専用

地域と第 一種住 居地域 とが混 在する 更 地である 。三鷹 駅から 徒歩 10分、

井之頭小 学校と 隣接す る閑静 な住宅 街 の一角に ある。 敷地内 には泉 幼稚

園時代からの樹木や果樹が生い茂り、緑豊かな空間を形成している。

平成 21年 ８月 には一 時的な 利用 に供す るため整 地が 実施さ れ、そ れ以

後、子ど もを中 心とし た地域 のイベ ン トや未就 学児親 子のた めのひ ろば

事業、井之頭小学校の校外授業などが年に十数回行われている。

３ 公共施設配置のあり方

本年３月に策定された第五期長期計画において、平成 22 年 11 月に報

告された 「公共施設配置 の基本的な方針」を基に、市民施設のネットワ

ークを再構築することが明記された。この 考え方を泉幼稚園跡地の利用

に当てはめ、以下の点を重視して検討を進めた。
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①公共 施設の 総量 規制の 観点か ら、 市 の抱え る複数 の公 共課題 を解決

できる複合的な機能を有する施設を検討する。

②０１ ２３ 施 設や こども テンミ リオ ン ハウス のよう な三 駅圏レ ベルの

位置づけの子育て支援施設の設置を検討する。

③市の公 共施 設に求 められ る居 場所機 能は、こ れま でどお り コミ ュニ

ティセ ンタ ーが担 い、 地域要 望の ある 多世代 交流 はソフ ト面 で解決

する。

④ 「 緑 の 基 本 計 画 2008」 に 基 づ き 、「 緑 の 保 全 」、「 徒 歩 圏 の 公 園 整

備」を図る。

４ 泉幼稚園跡地利用の基本的な考え方

(1)公園の整備

泉幼稚 園跡 地は 、「 子育 て関 連施 設」を 念頭に おい て 購 入し たもの

の、こ の地 域には 歩い て行 ける 範囲（ 250ｍ） に公 園が整 備さ れてい

ないことや、既存の果樹や樹木 を活かした空間づくりが 地域住民から

強く要望されていることなどを 考慮し、子育て支援施設 とあわせて公

園として整備する。

本市は、全国でも有数 の高い人口密度を有し、一人あたりの公園面

積は、都市公園法の市街地特例水準 5.0 ㎡／人を下回る 4.6 ㎡／人

（平成 24 年 3 月現在）である。こうした地域特性や今後の財政状況

から見ても、緑地保全のための 積極的な用地取得は困難な状況 にある。

成熟した市街地 が連続している 本市において、市内 のどこに住んでい

ても歩いて行ける範囲に身近な公園が確保されていることは 、日々の

暮らしを送るうえで 非常に重要 であることから、子育て支援施設に必

要な敷地を除く約 1,500 ㎡の公園緑地を創出する。

(2)子育て支援施設の設置

     子育て支援機能の全市的な展開を考えると、保育 サービスの施設配

置は徐々に全市的に均等 な展開が図られつつある。一方、家庭で乳幼

児の子育てをしている世帯に向けた０１２３施設や、常設のひろば事
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業と一時預かり事業を行うこどもテンミリオンハウスのような施設は、

三層構造 （ ※ １ ） 上、三駅圏レベルに位置づけられているものの、現時

点では十分な整備がなされていない。未就学児親子 が利用することを

考慮し、市中央地区の南部に位置するこの地域においても、子育て支

援サービスの拠点となる 施設を整備し、０１２３施設、現在検討中の

児童館を転用した西部地域の子育て支援施設とで、市域全域をカバー

していくことが必要である。

本施設の計画にあたっては、公園に隣接する 300 ㎡の敷地内に施設

を建設し、子育て支援にかかる 複数の課題を解決する機能を持つ拠点

として整備する 。今後、平成 24 年度からモデル事業として実施して

い る 「 子 育 て ス テー シ ョ ン 制 度（ 仮 称 ）（ ※ ２ ）」や 、 コ ミ ュニ テ ィ レ

ベルで実施しているコミセン親子ひろば等の事業と併せ、子育 て支援

を総合的に進めていく。

（ ※ １ ） コ ミ ュ ニ テ ィ レ ベ ル 、 三 駅 圏 レ ベ ル 、 全 市 レ ベ ル 各 々 の 生 活 空 間 に お い て 必 要

な 施 設 を 配 置 す る 考 え 方 。 新 た な 機 能 を 有 す る 施 設 を 設 置 す る 場 合 、 位 置 づ け を 明 確 に

す る こ と と さ れ て い る 。

（ ※ ２ ） 保 育 園 や 幼 稚 園 、 ０ １ ２ ３ 施 設 な ど の 地 域 の 子 ど も 関 係 施 設 に お い て 、 妊 婦 や

０ ～ ２ 歳 児 の 子 育 て 家 庭 が 継 続 的 に 支 援 を 受 け る こ と の で き る 制 度 。

(3)設置・運営主体

①公園の設置 ・運営主体は市とし、市が整備し、管理運営を直接行う。

ただし、運営における 地域住民等の公園ボランティア としての活動

の受入れを検討する。

②子育 て支援施設については市が建設し、ＮＰＯや市民活動団体の運

営による市民活動 型の施設とする。ひろば事業や一時預かり事業な

どの子育て支援サービスは、これまでも「こどもテンミリオンハウ

スあおば」で展開されてきたように、ＮＰＯや市民活動団体などの

市民の力で提供されることが望ましい。その反面、介護保険施設や

認可保育園などと違い、施設整備の費用を含めると 、一定の収益を

あげたとしても、事業として維持していくことが難しいことから、

土地の無償提供や建物の整備などは市が行い、第五期長期計画に掲

げる「市民活動の場」の提供を通じて支援していくことが求められ
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る。

当 該 施 設 が 「 市 民 活 動 の場 （ Civic Action Place）」 で あ り 、 市

民活動により運営されていることがわかるような相応しい名称を、

今後検討していく。

また、運営主体 の選定にあたっては 、ＮＰＯや市民活動団体のプ

ロポーザル方式によって行う。なお、地域参加型の子育て支援施設

実現のために、別のＮＰＯや市民活動団体が事業に参加して運営す

る手法の提案についても認めることを検討すべきである。

Ⅱ 泉幼稚園跡地を取り巻く状況

１ 泉幼稚園跡地利用を考える会実行委員会といずみ会

泉幼稚園 跡地利 用 を考 える会 実行委 員 会（以下 、「実 行委員 会。」 とい

う。）は、中央、御殿山、吉祥寺西の３つのコミュニティセンターによる

コミセン ネット ワーク 事業と して、 平 成 18年 11月に「 泉幼稚 園跡地 利用

を考える 会」の 名称で 発足し た。そ の 後、平成 19年５ 月には 実行委 員会

と名称を 改め、 全 29回 に及ぶ 会議や 跡 地を利用 した地 域のイ ベント 、ひ

ろば事業などの活動が行われてきた。

平成 20年 ５月 には、 幼児か ら高 齢者ま で幅広い 世代 が使え る施設 を早

期に建設 するこ と、泉 文庫を 施設内 に 設置する こと、 樹木を 活かし た憩

いの場を つくる こと 、 建設計 画に地 域 住民 を参 画させ ること を 盛り 込ん

だ「多機能 型施設 の早期着 工に関 する 陳情」を提 出し、 採択され ている 。

平成 24年 ４月 には、 実行委 員会 を発展 的に解消 し、 その流 れを引 き継

いだ地域市民団体「いずみ会」が発足し、現在に至っている。
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２ 子どもの居場所、遊び場

  平成 21年に実施 した子育 て支援に 関するアン ケート 調 査結果に よると 、

雨の日で も自由 に遊べ る遊び 場や自 然 とふれあ う場、 身近な 公園・ 広場

などの整備が、子育て中の父母から望まれていることがわかる。

また、子 ども プラン におい ては 、幼稚 園降園後 の３ ～５歳 児を対 象と

した居場 所づく りの研 究につ いて明 記 しており 、０１ ２３施 設を卒 業し

た子どもの居場所が求められている。

さらに 、 地域 や近隣 との関 係が 希薄に なったこ とで 、子ど もの外 遊び

や集団遊 びが減 少し、 集団遊 びによ っ て自然と 身に付 いてい た規範 意識

や関係性 などを 学ぶ機 会が少 なくな っ ており、 特に、 幼児期 の子ど もの

発達に欠かせない遊びの環境を整備する必要も生じている。

■子育て支援策を進める上で、分野別に希望すること。

<身近な生活環境や地域活動の分野>

（ 平 成 21年 3月 子 育 て 支 援 に関 す る アン ケ ー ト 調 査 よ り ）
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無回答

Ｎ＝581



６

３ 市の子育て支援施策の状況

現在、市 内の 未就学 児とそ の保 護者を 対象とし た子 育て支 援事業 は、

０１２３ 施設、 桜堤児 童館 、 幼稚園 、 保育所、 図書館 、コミ ュニテ ィセ

ンター、 市民会 館、総 合体育 館、こ ど も テンミ リオン ハウス あおば など

の施設で広く実施されている。

また、「 子育て ステー ション 制度（ 仮称 ）」モデ ル事業 の実施 や、平成

25年度に 建替え が予定 されて いる公 益 財団法人 武蔵野 市子 ど も協会 立北

町保育園 、同協 会が新 設する 認定こ ど も 園境こ ども園 に子育 て支援 専用

のスペー スが設 けられ るなど 、身近 な 地域の施 設にお いて、 遊び、 交流

し、相談し、学び合える場のさらなる拡充が求められている。

  一方、 この地 域は、 既存の０ １２ ３施設から は離れ ており 、中町集会

所や吉祥 寺西コ ミュニ ティセ ンター な どで行わ れてい るコミ セン親 子ひ

ろば事業な どの利 用者も 多く、地 域の 子育て支援 施設へ のニー ズは高い 。

■コミセン親子ひろば実施日、利用人数        （単 位   人 ） ／ 年

コミセン 名 本 宿 吉 祥 寺 南 町 吉 祥 寺 西 吉 祥 寺 北 けやき 中 町 集 会 所    

実 施 日 第 ４月 曜 日 毎 日 第 ４火 曜 日 第 ２水 曜 日 第 １木 曜 日 第 １金 曜 日

延 利 用 人 数 275 1350 576 346 292 468

コミセン 名 西 久 保 緑 町            関 前 西 部 境 南

実 施 日 毎 日 第 ４木 曜 日 金 曜 日 第 ２火 曜 日 毎 日

延 利 用 人 数 2140 262 545 438 2502

  

４ 市内の保育所の状況

保育園 の 入所 待機児 童 は、 平成 19年度 に４年ぶ りに 50人を 超え、 平成

24年４月には120人に及んでいる。年齢別の内訳では、１歳児がもっとも

多く、３ 歳児以 上の待 機児童 はほと ん どいない ことか ら、乳 児を中 心に

した待機 児童対 策を展 開して いく必 要 がある。 また、 認可保 育園 の 申込

み状況を 見ると 、フル タイム ではな い 多様な働 き方を してい る方か らの

申込みも近年増えつつある。

これらを 踏ま え、市 では、 平成 20年度 に認証保 育所 を３か 所、平 成 21

年度には 認可保 育園１ か所、 認証保 育 所２か所 を新設 した。 また、 平成

22年度以 降につ いては 、子ど もプラ ン の重点的 取組の ひとつ に「保 育園
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入所待機 児童解 消に向 けた取 組」を 掲 げ、認証 保育所 １か所 の開設 やグ

ループ保 育室（ 緊急待 機児対 策 とし て の グルー プ保育 室を含 む）４ か所

の新増設なども行ってきた。

さらに 平 成 25年度に は、前 述の 北町保 育園 の建 替え に伴う 定員増 や、

認定こど も園境 こども 園の開 設が予 定 されてい るが、 引き続 き待機 児童

解消のための対応が必要な状況が続いている。

■年齢別待機児童数   (H24.4.1現在）

■年度別入所状況と待機児童数の推移

一方、経 済状 況の変 化に伴 い、 父母の 就労形態 が多 様化す る中、 短時

間保育、定曜日保育、トワイライ トス テイ事業 （ ※ ３ ） などの多様な保育

ニーズに 対応し た事業 が求め られて い る。また 、通院 や買い 物、兄 姉の

保護者会 、残業 などの ほか 、 リフレ ッ シュ して 新たな 気持ち で子ど もと

年 齢 待機児童数 割合

０歳児 35 人 29.2%

１歳児 59 人 49.2%

２歳児 21 人 17.5%

３歳児 5 人 4.1%

４歳児 0 人 0.0%

５歳児 0 人 0.0%

合 計 120 人 100.0%

年
度

申

込

件

数

（

人

）

入
所
児
童
数
（

人

）

待
機
児
童
数
（

人

）

０

歳

児
（

人

）

１

歳

児
（

人

）

２

歳

児
（

人

）

３

歳

児
（

人

）

４

歳

児
（

人

）

５

歳

児
（

人

）

入

所

率
（

％

）

20 1,426 1,286 74 22 29 12 5 3 3 90.2

21 1,489 1,310 79 21 36 21 1 0 0 88.0

22 1,544 1,382 81 25 26 16 12 2 0 89.5

23 1,620 1,413 104 43 42 9 9 1 0 87.2

24 1,713 1,421 120 35 59 21 5 0 0 83.0
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向き合うための レスパイト （ ※ ４ ） を目的とした一時的 な子どもの 預かり

事業についても、ニーズが高くなっている。

（ ※ ３ ） 共 働 き や 残 業 な ど で 帰 宅 が 遅 い 家 庭 の 子 ど も を 、 平 日 や 休 日 の 午 後 ５ 時 か ら 午 後 1 0時

ま で 、 施 設 で 預 か り 保 育 を 行 う 事 業 。

（ ※ ４ ） 息 抜 き 、 小 休 止 。

■一時預かりサービスの利用希望日数・回数

<できれば利用したい、増やしたい月あたりの日数>

（ 平 成 21年 3月 子 育 て 支 援 に 関 す る アン ケ ー ト 調 査 よ り ：Ｎ は 回 答数 ）

未就学 3.2 日    （Ｎ＝ 231）
小学生 2.5 日    （Ｎ＝ 78）

■子どもを家族以外に一時的に預けた日数と理由

（ 平 成 21年 3月 子 育 て 支 援 に 関 す る アン ケ ー ト 調 査 よ り ）

29.5 日

10.5 日

5.4 日

63.7 日

16.7 日

9.8 日

24.4 日

4.3 日

0 10 20 30 40 50 60 70

一時的に預けた年間日数

私用、リフレッシュ目的で預けた日数

冠婚葬祭、子どもの親の病気で預けた日数

就労で預けた日数

未就学 小学生

未就学 N=252　小学生 N=140

未就学 N=173　小学生 N=83

未就学 N=83　小学生 N=43

未就学 N=68　小学生 N=51

[日]
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Ⅲ 泉幼稚園跡地を利用した子育て支援施設、公園に求めら

れるもの

Ⅰの基本 的な考 え方、 Ⅱの取り 巻く 状況を踏ま えると 、跡地 に求められ

るのは、以下に掲げる機能である。

１ 子育て支援施設に求められるもの

(1)地域子育て支援拠点機能

家庭で保育している未就学の乳幼児とその保護者が相互に交流し合

い、イベントなどを通じて、地域の多世代の人とも ふれあい、関わり

合うことのできるひろば機能や、子育てについての 相談、情報提供な

どの支援を行う子育て支援機能。

(2)泉文庫

泉幼稚園の財産である「泉文庫１万冊」の蔵書を活用する機能。

(3)保育サービス機能

  ①保護 者の就 労や疾 病などに より 、保育に欠 ける未 就学の 乳幼児の保

育を行 うこ とで、 子ど もの健 全な 心身 の発達 を図 り、家 庭や 地域と

の連携を図りながら、保護者を支援する保育機能。

  ②保護 者の傷 病、入 院、育児 に伴 う精神的身 体的負 担の解 消など、一

時的に 保育 に欠け る状 態にな った 児童 を預か り、 必要な 保護 を行う

一時預かり機能（緊急時の対応を含む）。

２ 公園に求められるもの

① 住 宅 地に 囲 ま れた 敷 地形 状 や草 の 生い 茂 る 、か つ て 子ど も たち の 遊

び 場 だ っ た 「 空 地」 を 連 想 でき る よ う、 子 ど も た ち が 寝転 ん だ り 鬼

ご っ こ を し た り 、自 由 に 駆 け回 り 、 鳥や 昆 虫 な ど の 生 物の 生 息 空 間

として自然にふれあうことのできる遊び場としての機能。

② 画 一 的な 遊 具 を配 置 する だ けの 魅 力に 欠 け る公 園 で はな い 、子 ど も

た ち が 自 ら 創 意 工夫 や 豊 か な感 性 を 育み な が ら 自 由 に 遊べ る フ レ キ

シブルな空間。

③ 多 世 代 が 空を 覆 う 緑陰 の 下 で 読書 や散 策 を 楽 し んだ り 、 様々 な イ ベ
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ントや市民活動のできる親しみやすい原っぱ広場としての機能。

④ 既 存 樹 木 を 含 め た原 っ ぱ 広 場 とと もに 、 防 火 水 槽 な ど の防 災 機 能 も

併せ持つオープンスペースとしての機能。

Ⅳ 泉幼稚園跡地を利用した子育て支援施設、公園の目指す

もの（資料１参照）

                         

１ 子育て支援施設

  地域子育 て支援拠点機能と保育サービス機能を持つ子育て支援施設は、

跡地の北西角に建設する（資料２参照）。延床面積は、以下の事業 に必要

なスペース を確 保するほか 、事務室、 トイレ 、授乳コ ーナーなど を設け

るため、160㎡程度とする。乳幼児にふさわしい、優しく 、柔らかで、よ

り家庭の環境に 近い素材で ある木材を 利用した木造平 屋建の建物 とし、

隣接する緑豊か な公園と一 体的な利用 ができるような 設計を検討 する。

施設の敷地面積は300㎡程度とし、敷地内には自転車置き場やバギー置き

場を確保する。

(1)実施事業

①泉文庫の蔵書も活用したひろば事業

・未就 学児 親子が 常時 10組 程度集 うこ とので きる ひろば 事業 を実 施す

る。

・ 専 任 の ス タ ッフ を 複 数名 置 き 、 親子ひ ろ ば （ 親 子 の交 流 の 場の 提 供

と交流の促進）、子育て相談、子育てに関する情報提供、子育てや子

育て支援に関する講習会・講座の実施を必須事業とする。

・ 室 内 に は 、 井之 頭 小 学 校内 に 保 管 され て い る 泉 幼 稚園 か ら 引 き継 が

れた「泉文庫の蔵書１万冊」を活用する コーナーを設ける。

・ ひ ろ ば 事 業 の対 象 は 未 就学 児 親 子 だが 、 泉 文 庫 の 蔵書 や 隣 接 する 公

園 な ど を 活 用 し た イ ベ ン ト の 実施 、 ひろ ば の ボ ラ ン テ ィ ア な ど に 、

小 学 生 や 中 高 生 、 高 齢 者 な ど が参 画 する こ と に よ り 、 多 世 代 間 の 交

流を図ることを可能としたい。

・公園ボ ラン ティア などの 地域 連携に よる公園 との 一体的 利用・ 管理
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が望ましい。

②グループ保育事業

・待機 児童 の多い 低年 齢児 の保育 ニー ズと緩 やか な就労 形態 に見 合っ

た保 育ニ ーズ を満 たす ため 、０ ～２ 歳 児対 象の グル ープ 保育 事業を

実施する。

・定員 やス タッフ の配 置基 準、開 設時 間等に つい ては、 武蔵 野市 グル

ープ 保育 事業 運営 要綱 （平 成 22年 11月 １日 施行 ）の 規定 によ るもの

とする。

・室内 に、調 理スペ ース 、シャ ワー ユ ニット などの 設備が 必要 となる。

③一時預かり事業

・複数名 のス タッフ により 、早 朝、夜 間、 24時 間、 緊急時 を含む 利用

ニーズに対応した一時預かり事業を実施する。

・対象児童は０歳児～小学６年生まで、定員は５人とする。

・他の事業と設備を共用できるレイアウトを検討する必要がある。

(2)開設時間等

  ①泉文庫の蔵書を活用したひろば事業

・ひろばの開設時間は、１日６時間以上、週５日程度開設する。

・休日に つい ては、 近隣の 子育 て支援 施設の休 館日 を考慮 し、運 営事

業者が提案する。

・休館日 や開 設時間 以外の 利用 につい ては 、運 営事 業者か らの提 案に

よっては考慮する。

②グループ保育事業

・グルー プ保 育の開 設時間 につ いては 、武蔵野 市グ ループ 保育事 業運

営要綱（平成22年 11月１日施行）の規定によるものとする。

・開設時 間を上 回る延 長保育 につい て は、一時 預かり 事業で 対応す る。

・休日については運営事業者が提案する。

③一時預かり事業

・一時預 かり の開設 時間は 、原 則とし て早朝、 夜間 を含む 24時間 の開

設とする。

・休日は 運営 事業者 が提案 する が、緊 急時の一 時預 かりの 要望に は、



１２

可能な限り対応する。

(3)コスト

①ランニングコスト

各事業 に係 るラ ンニ ング コスト は、 同 種事業 への 支出 実績 に照ら

し、運 営団体 への 補助 金（ま たは 委託 料）と して、 グル ープ 保育事

業に約800万円程度、一時預かり事業とひろば 事業に約1000万円程度

を支出 するこ とが 必要 と見込 まれ る。 グルー プ保育 事業 は国 による

検討の動きはあるものの、現状では 市の独自事業のため特定財源 （ ※

５ ） はなく、残りの事業への補助金収入 を差し引くと、一般 財源 （ ※

６ ） からの支出額は約 1,300万円／年となる。

（ ※ ５ ） 特 定 の 目 的 に 使 わ れ る 財 源 （ 国 庫 支 出 金 、 地 方 債 な ど ）。

（ ※ ６ ） 使 途 が 特 定 さ れ て い な い 地 方 自 治 体 の 裁 量 で 自 由 に 使 え る 財 源 （ 市 民 税 な ど ）。

②イニシャルコスト

土 地 の 取 得 費 16,734万 円 と 建 設 費 、 委 託 料 な ど の 総 額 で 、 約 2億

2,600万円が概算で見込まれる。建設費に係る補助金については、ラ

ンニン グコス ト 同 様、 グルー プ保 育事 業は市 の単独 事業 のた め、補

助金収 入は見 込め ない 。また 、一 時預 かり事 業につ いて も、 補助要

件が厳 しいた め、 補助 対象と はな らな い可能 性が高 い。 ひろ ば事業

につい ては 、 東京 都か らの補 助金 が見 込める が、工 事費 の総 額を事

業ごと （専 用部 分の み） に面積 按分 す るため 、 700～ 800万円 程度と

想定される。

２ 樹木を活かした遊び場としての公園

子育て支援施設の敷地面積を除く 1,513.53 ㎡を公園として活用し、泉

幼稚園時 代から の果樹 や樹木 などの 自 然を活か した遊 び場と して公 園整

備を行う 。子ど もや高 齢者の 利用を 踏 まえ、公 園緑地 に求め られる 水飲

み水栓や ベンチ 、管理 区分を 明確に す る フェン ス、及 びユニ バーサ ルデ

ザインに 配慮し た園路 など必 要最小 限 の施設新 設にと どめ、 人工的 にな

らないよ う、あ まり手 を加え ずに現 在 の敷地の 雰囲気 を活か した公 園整

備とする 。公園 と子育 て支援 施設が 隣 接してい る特性 を活か し、利 用時
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間に応じ た棲み 分けや イベン トの開 催 などを相 互に補 完する ととも に 、

公園を拠 点とし た地域 のコミ ュニテ ィ の活性化 や安全 安心の 防災・ 防犯

の観点か らも、 公園ボ ランテ ィアな ど 地域連携 による 一体的 利用 ・ 管理

が望ましい。

３ 今後のスケジュール（資料３参照）

(1)平成 24年度

・施設 設計業 者選 定 プ ロポー ザル 実施 。決定 後、今 年度 中に 基本設

計に着手。

・運営事業者選定プロポーザル実施、決定。

・隣接 する井 之頭 小学 校への 事業 説明 、近隣 住民を 対象 とし た説明

会を実施。

(2)平成 25年度

   ・土 地の市 有化、 基本設計 ・実 施設計を経 て、 12月頃を 目途に建設

工事に着手（工期６か月）。

・防火 水槽の 埋設 工事 は、施 設の 建設 工事と 重複し ない よう 平成 25

年の秋頃までに実施。

(3)平成 26年度

   ・施 設建設 後、６ 月末に建 物引 渡し。開設 準備を 経て７ 月中の施設

開設を目指す。

・公園整 備 は 樹木の 移植等 に伴う 枯損 を避ける ため 、秋以 降に実 施。



　

資料　１

泉幼稚園跡地利用施設のイメージ

１ 基本的な考え方

5人（2.5㎡以上/1人）
ひろば内

文庫コーナー

（職員配置基準） 2人以上 ―

（設　備） 書架

（共  有  部  分）

５ 設置主体

授乳コーナー、流し台、収納

泉文庫

３ 規模

－

２ 機能
（解決すべき公共課

題）

保育サービス

グループ保育
定曜日保育
（定期保育）

一時預かり事業
（早朝・夜間・24時間・
緊急時の対応を含む）

ひろば機能

1513.53㎡常時10組以上の親子が集える

公     園

公園 果樹の活用

子育てひろばＣ型を想定
■子育てに関する相談、援助
■地域の子育て関連情報の提供
■子育て、子育て支援に関する講習等の実施

子育てひろば機能と保育サービス機能を有する、ＮＰＯや市民活動団体の運営による地域参加型の子育て支援施設及び公園

2人以上

市

市で管理

■公園ボランティアなど地域連携
による一体的利用・管理が望まし
い。

敷地面積300㎡：木造平屋建（延床面積160㎡）＋外構面積140㎡

合わせて10人（2.5㎡以上/1人）

4人　（3人に1人、うち保育士1人）

全世代が利用

樹木を活かした調理スペース、シャワーユニット、トイレ、洗濯機置場、収納

事務室、トイレ、手洗い場、玄関ホール、ウッドデッキ、（自転車置き場、バギー置き場）

６ 管理運営形態

「市民活動の場」を市が提供
■運営主体：NPO、市民活動団体（市民活動型）
■業務の範囲：管理、運営（建物の維持修繕は市で実施）
■運営事業者の選定方法：公募、プロポーザルを実施

４ 対象

市

小学生、中高生、高齢者の参画可

0～2歳児 0歳児～小学6年生

0～5歳児親子（妊娠中を含む）





資料　３

年度

月 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

公表

公募 決定

補正 予算

説明会

施設敷地 公園

契約

基本設計 実施設計

準備 起工 契約

着工 引渡し

開設

工事

工事（実施時期未定）

平成26年度平成24年度

３ 予算措置

１ 報告書の公表

２ 運営事業者選
定プロポーザル

泉幼稚園跡地利用施設開設に向けたスケジュール

平成25年度

５ 近隣協議

９ 契約準備

８ 基本設計、実
施設計

11 公園工事

13 防火水槽工
事

10 建築工事

６ 跡地の市有化

７ 設計業者選定
プロポーザル

12 開設



資料 ４

   

泉幼稚園跡地利用施設検討委員会設置要綱

（設置）

第１条 泉幼稚園の跡地を利用した子育て支援機能を有する施設（以下「子

育て支援 施設 」とい う。） の在り 方に ついて検 討す るため 、泉幼 稚園 跡

地利用施設検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所管事項）

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告

する。

(1) 子育て支援施設に関すること。

(2) 子育て支援施設における子育ての支援の在り方に関すること。

(3) 子育て支援施設に保育サービス機能を含めること。

(４) 前３号に掲げるもののほか、子育て支援施設の検討にあたり必要なこ

と。

（組織）

第３条 委員会は、別表に掲げる職にある者で構成し、市長が任命する。

（委員長及び副委員長）

第４条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員長は子ども家庭部

長の職に ある 者を、 副委員 長は総 合政 策部長の 職に ある者 をもっ て充 て

る。

２ 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠

けたときは、その職務を代行する。

（会議）

第５条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

２ 委員会の会議の議長は、委員長とする。

３ 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明

又は意見を聴くことができる。

（設置期間）

第６条 委員会の設置期間は、平成25年３月31日までとする。

（事務局）

第７条 委員会の庶務は、子ども家庭部子ども家庭課が行う。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、市長

が別に定める。



   付 則

この要綱は、平成20年５月28日から適用する。

   付 則

この要綱は、平成22年３月31日から適用する。

   付 則

この要綱は、平成23年２月３日から施行する。

   付 則

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。

   付 則

この要綱は、平成24年３月16日から施行する。

   付 則

この要綱は、平成24年４月１日から適用する。

   付 則

この要綱は、平成24年 10月１日から施行する。

別表（第３条関係）

総合政策部長

総合政策部参事のうち一人

子ども家庭部長

財務部施設課長

市民部市民活動推進課長

環境部緑のまち推進課長

子ども家庭部子ども家庭課長

子ども家庭部子ども家庭課子ども

家庭支援センター担当課長

子ども家庭部児童青少年課長

子ども家庭部保育課長



資料 ５

泉幼稚園跡地利用施設検討委員会委員名簿

                        （平成24年 11月現在）

所   属 氏   名

委 員 長 子 ど も 家 庭 部 長 青 木 稔

副委員長 総 合 政 策 部 長 小 森 岳 史

委  員 総 合 政 策 部 参 事 堀 内 誠

委  員 財 務 部 施 設 課 長 佐 藤 信

委  員 市 民 部 市 民 活 動 推 進 課 長 森 安 東 光

委  員 環 境 部 緑 の ま ち 推 進 課 長 荻 野 芳 明

委  員 子ども家庭部子ども家庭課長 北 原 浩 平

委  員 子ども家庭部子ども家庭課子ども家庭支援センター担当課長 村 島 祐 子

委  員 子ども家庭部児童青少年課長 齋 藤 尚 志

委  員 子 ど も 家 庭 部 保 育 課 長 平 之内 智 生



  

          

泉幼稚園跡地利用施設検討委員会報告書    

平成 24 年 11 月

発行／武蔵野市子ども家庭部子ども家庭課
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